
ソーシャルメディアにおける一関高専公式アカウント運用ガイドライン 

一関工業高等専門学校 広報室 

R7.4.1 改正 

 

1.利用目的 

主に小中学生・学生保護者・一般向けに、一関高専の情報を、 文章・写真・動画を利用して定

期的に提供して一関高専の魅力を発信するとともに、知名度向上・入試増募対策につなげる。ま

た必要に応じて、本校学生および教職員向けの情報提供を行う。 

 

2. アカウントを取得して公式利用するソーシャルメディア 

 以下のソーシャルメディアを対象とする。なお、有償機能は利用しないこととする。 

① YouTube（https://www.youtube.com） 

② X（https://x.com） 

③ Instagram（https://www.instagram.com） 

 

3.運用管理ポリシー 

以下の通り定める。 

3.１アカウント情報 

上記の目的のために、 以下のアカウントを取得する。これらを総称して「本校公式アカウント」

と呼ぶこととする。 

① Google アカウント：koho.nitic@gmail.com （YouTube アカウント） 

② X アカウント：@ichinoseki_nct 

③ Instagram アカウント：@nitic_official 

3.2 本校公式アカウント管理者および管理方法 

本校公式アカウント管理者を、広報室⾧・副校⾧（総務担当）・総務課担当職員とし､ 必要に応

じてアクセスしコンテンツのアップロード・削除等を行うものとする。パスワード管理について

は高専機構高専統一パスワードポリシーに従う。また、２段階認証や多要素認証等の適切な設定

を行い、アカウント乗っ取り対策を実施することとする。 

３.3 データファイルおよびコンテンツ管理 

ソーシャルメディアに掲載するコンテンツ作成については、学内から提供された画像および動

画データファイル（以下、データファイルと呼ぶ）をもとに、著作権、肖像権、個人情報等に十分

注意の上、コンテンツの作成を進めるものとする。また、コンテンツ内の文章についてもこれに

準じて作成する。 

データファイル及び作成したコンテンツは、上述のアカウント管理者が 3 年間を目途に保存し、

古くなったものは適切に順次削除・処分する。データファイルの２次利用については、広報室で

用途・必要性を確認の上、広報的利用目的に沿うものに限り可とする。 

さらに、写真・動画コンテンツの公開、データファイルの保管にあたっては、セキュリティや

コメント欄等の適切な設定を行うこととする。各アカウントにおけるコメント機能を無効化でき



る場合は無効化し、無効化できない場合は、定期的にモニタリングを行って不適切なコメントが

あれば速やかに削除等の対応を行うこととする。 

 

4. 利用者による書き込みの削除等 

以下の各項に該当する場合、予告なく削除等を行う場合がある。 

（1）法律、法令等に違反する内容又は違反するおそれがあるもの 

（2）特定の個人・団体等を誹謗中傷するもの 

（3）政治、宗教活動を目的とするもの 

（4）著作権、商標権、肖像権など当省又は第三者の知的所有権を侵害するもの 

（5）広告、宣伝、勧誘、営業活動、その他営利を目的とするもの 

（6）人種・思想・信条等の差別又は差別を助⾧させるもの・公の秩序又は善良の風俗に反するも

の 

（7）虚偽や事実と異なる内容及び単なる風評や風評を助⾧させるもの 

（8）本人の承諾なく個人情報を特定・開示・漏えいする等プライバシーを害するもの 

（9）他のユーザー、第三者等になりすますもの 

（10）有害なプログラム等 

（11）わいせつな表現などを含む不適切なもの 

（12）本校の発信する内容の一部又は全部を改変するもの 

（13）本校の発信する内容に関係ないもの 

（14）その他、本校が不適切と判断した情報及びこれらの内容を含むリンク等 

 

5. 著作権について 

 本校公式アカウントの掲載内容等について、私的使用又は引用等著作権法上認められた行為を

除き、無断で転載等を行うことはできないものとする。引用等を行う際は適宜の方法により、必

ず出所を明示する。 

 

6. 運用ガイドラインの周知・変更等 

本方針の内容は本校ホームページに掲載する。また、本ガイドラインは必要に応じて事前に告

知なく変更できるものとする。 


